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入間東部地区衛生組合の解散及び同組合の解散に伴う財産処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条及び第２８９条の規定により、

平成３０年３月３１日をもって入間東部地区衛生組合を解散し、同組合の財産の全て

を入間東部地区消防組合に承継させることについて、議決を求める。 
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提 案 理 由 

入間東部地区衛生組合の事務を入間東部地区消防組合で共同処理するため、平成

３０年３月３１日をもって入間東部地区衛生組合を解散すること及び同組合の解散に

伴う財産処分について協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案

を提出します。 

 


